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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室内側窓扉（１１１）と室外側窓扉（１１２）とを有する窓扉（１１０）と、
　前記窓扉（１１０）が摺動自在に設けられる窓枠（１２０）と、
　前記室外側窓扉（１１２）の室外側に設けられる防虫網（１３０）と、
　前記室外側窓扉（１１２）の固定側ＭＣ（ｍｉｄｄｌｅ　ｃｌｏｓｉｎｇ）（１１２ａ
）または防虫網（１３０）の防虫網側ＭＣ（１３０ａ）に上下長手方向に設けられる洗浄
ユニット（１４０）と、
を備え、
　前記洗浄ユニット（１４０）が前記室外側窓扉（１１２）の前記固定側ＭＣ（１１２ａ
）に設けられる場合には、前記室内側窓扉（１１１）を摺動させることにより前記室内側
窓扉（１１１）の室外側が洗浄され、前記洗浄ユニット（１４０）が前記防虫網（１３０
）の前記防虫網側ＭＣ（１３０ａ）に設けられる場合には、前記室外側窓扉（１１２）を
摺動させることにより前記室外側窓扉（１１２）の室外側が洗浄され、
　前記洗浄ユニット（１４０）は、
　前記室外側窓扉（１１２）の前記固定側ＭＣ（１１２ａ）または前記防虫網（１３０）
の前記ＭＣ（１３０ａ）に組み付けられる洗浄フレーム（１４１）と、
　外部から洗浄水が流れ込むように前記洗浄フレーム（１４１）に配設される給水ノズル
（１４２）と、
　前記給水ノズル（１４２）に連結され、前記洗浄フレーム（１４１）の内部に配置され
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る洗浄水流路（１４３）と、
　前記洗浄水流路（１４３）に連結され、洗浄対象となる面に向かって洗浄水を噴射する
ように前記洗浄フレーム（１４１）に設けられる１つ以上の洗浄水噴射ノズル（１４４）
と、
　一方の端部が前記洗浄フレーム（１４１）から突出して、洗浄対象となる面の方を向く
ように配設される洗浄ブレード（１４５）と、
を備え、
　前記洗浄ユニット（１４０）は、
　前記洗浄フレーム（１４１）の一方の側に回動自在に長手方向に組み付けられるブレー
ド支持部材（１４６）と、
　一方の端部は前記洗浄フレーム（１４１）の一方の側に突設され、他方の端部は前記ブ
レード支持部材（１４６）に連結されるブレード回動レバー（１４７）と、
をさらに備え、
　前記洗浄ブレード（１４５）の他方の端部が前記ブレード支持部材（１４６）の一方の
側に係合されて、前記ブレード回動レバー（１４７）を作動させ、前記洗浄ブレード（１
４５）が回動されることに伴い、前記洗浄ブレード（１４５）の一方の端部が前記洗浄対
象となる面に密着されるか、あるいは、密着状態が解放されることを特徴とする洗浄ユニ
ット付き引き違い建具。
【請求項２】
　前記洗浄水流路（１４３）に連結され、内部に前記洗浄水が貯溜される貯水タンクと、
　前記貯水タンクに連結されて前記１つ以上の洗浄水噴射ノズル（１４４）を介して洗浄
水を噴射する給水ポンプと、
を備えることを特徴とする請求項１に記載の洗浄ユニット付き引き違い建具。
【請求項３】
　前記洗浄フレーム（１４１）の上下端部にそれぞれ組み付けられる上下キャップ（Ｃ１
、Ｃ２）をさらに備え、
　前記上キャップ（Ｃ１）には洗浄水噴射孔が配備されて前記洗浄水流路（１４３）から
供給された前記洗浄水を流下させることを特徴とする請求項１に記載の洗浄ユニット付き
引き違い建具。
【請求項４】
　室内側窓扉（１１１）と室外側窓扉（１１２）を有する窓扉（１１０）と、
　前記窓扉（１１０）が摺動自在に設けられる窓枠（１２０）と、
　前記室外側窓扉（１１２）の固定側ＭＣ（１１２ａ）に上下長手方向に設けられる洗浄
ユニット（１４０）と、
を備え、
　前記室内側窓扉（１１１）を摺動させることにより、前記室内側窓扉（１１１）の室外
側が洗浄され、
　前記洗浄ユニット（１４０）は、
　前記室外側窓扉（１１２）の前記固定側ＭＣ（１１２ａ）または防虫網（１３０）のＭ
Ｃ（１３０ａ）に組み付けられる洗浄フレーム（１４１）と、
　外部から洗浄水が流れ込むように前記洗浄フレーム（１４１）に配設される給水ノズル
（１４２）と、
　前記給水ノズル（１４２）に連結され、前記洗浄フレーム（１４１）の内部に配置され
る洗浄水流路（１４３）と、
　前記洗浄水流路（１４３）に連結され、洗浄対象となる面に向かって洗浄水を噴射する
ように前記洗浄フレーム（１４１）に設けられる１つ以上の洗浄水噴射ノズル（１４４）
と、
　一方の端部が前記洗浄フレーム（１４１）から突出して、洗浄対象となる面の方を向く
ように配設される洗浄ブレード（１４５）と、
を備え、
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　前記洗浄ユニット（１４０）は、
　前記洗浄フレーム（１４１）の一方の側に回動自在に長手方向に組み付けられるブレー
ド支持部材（１４６）と、
　一方の端部は前記洗浄フレーム（１４１）の一方の側に突設され、他方の端部は前記ブ
レード支持部材（１４６）に連結されるブレード回動レバー（１４７）と、
をさらに備え、
　前記洗浄ブレード（１４５）の他方の端部が前記ブレード支持部材（１４６）の一方の
側に係合されて、前記ブレード回動レバー（１４７）を作動させ、前記洗浄ブレード（１
４５）が回動されることに伴い、前記洗浄ブレード（１４５）の一方の端部が前記洗浄対
象となる面に密着されるか、あるいは、密着状態が解放されることを特徴とする洗浄ユニ
ット付き引き違い建具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高層ビルの窓扉の室外側ガラスを洗浄することのできる引き違い建具に係り
、特に、高層ビルにおける窓ガラスの外側が掃除しにくい点を解消するために、室外側窓
扉の固定側ＭＣ（ｍｉｄｄｌｅ　ｃｌｏｓｉｎｇ）または防虫網のＭＣに洗浄ユニットを
設け、窓扉を摺動させるだけでも窓扉の室外側ガラスを洗浄することのできる洗浄ユニッ
ト付き引き違い建具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、建具とは、建築物の内部を外部と遮断するために窓や出入口などの開口部に設
けられる各種の扉や窓のことを言う。このとき、上記の窓または扉が支持される建具フレ
ームは、使用材料に応じて、木製建具フレームと金属製建具フレームとに大別されるが、
最近ではプラスチック製の扉や窓枠なども製作されており、さらに、ＰＶＣなどの合成樹
脂製の建具フレームも登場している。
【０００３】
　そして、従来の引き違い建具が開閉される過程について述べると、窓扉のハンドルを掴
んだ状態でユーザーが窓扉を閉じる方向に摺動させると、窓扉の下端部に取り付けられて
いるローラーが窓枠上のレールに沿って回転し、これにより、窓扉が次第に向こう側の窓
枠に近付いていき、最終的に窓枠に接触して止まることにより閉じる動作が終了する。
【０００４】
　しかしながら、従来の窓枠及び窓扉を備える引き違い建具において、特に、高層の共同
住宅などの場合には安全上の理由から窓ガラスの外側が掃除しにくいという問題があった
。
【０００５】
　また、これを解消するために種々の方法が提案されているが、たとえ洗浄装置を設けた
としても、見栄えが悪いだけではなく、建具の厚肉化が招かれ、しかも、ベント窓の開閉
率が低下されざるを得ないという問題点があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は上述した従来の技術の問題点を解消するために案出されたものであり、その目
的は、窓ガラスの外側が掃除しやすく、見栄えがよいだけではなく、建具の厚肉化が招か
れるおそれがないとともに、ベント窓の開閉率の低下が根本的に解消される洗浄ユニット
付き引き違い建具を提供するところにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一実施形態による洗浄ユニット付き引き違い建具は、室内側窓扉と室外側窓扉
を有する窓扉と、前記窓扉が摺動自在に設けられる窓枠と、前記室外側窓扉の室外側に設
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けられる防虫網と、前記室外側窓扉の固定側ＭＣ（ｍｉｄｄｌｅ　ｃｌｏｓｉｎｇ）また
は防虫網の防虫網側ＭＣに上下長手方向に設けられる洗浄ユニットと、を備え、洗浄ユニ
ットが室外側窓扉の固定側ＭＣに設けられる場合には、室内側窓扉を摺動させることによ
り室内側窓扉の室外側が洗浄され、洗浄ユニットが防虫網の防虫網側ＭＣに設けられる場
合には、室外側窓扉を摺動させることにより室外側窓扉の室外側が洗浄されることを特徴
とする。
【０００８】
　前記洗浄ユニットは、室外側窓扉の固定側ＭＣまたは防虫網の防虫網側ＭＣに組み付け
られる洗浄フレームと、外部から洗浄水が流れ込むように洗浄フレームに配設される給水
ノズルと、前記給水ノズルに連結され、洗浄フレームの内部に配置される洗浄水流路と、
前記洗浄水流路に連結され、洗浄対象となる面に向かって洗浄水を噴射するように洗浄フ
レームに設けられる１つ以上の洗浄水噴射ノズルと、一方の端部が前記洗浄フレームから
突出して、洗浄対象となるガラス面を向くように配設される洗浄ブレードと、を備えてい
てもよい。
【０００９】
　前記洗浄ユニットは、前記洗浄フレームの一方の側に回動自在に長手方向に組み付けら
れるブレード支持部材と、一方の端部は前記洗浄フレームの一方の側に突設され、他方の
端部は前記ブレード支持部材に連結されるブレード回動レバーと、をさらに備え、前記洗
浄ブレードの他方の端部がブレード支持部材一方の側に係合されて、前記ブレード回動レ
バーを作動させ、洗浄ブレードが回動されることに伴い、前記洗浄ブレードの一方の端部
が前記洗浄対象となるガラス面に密着されるか、あるいは、密着状態が解放されてもよい
。
【００１０】
　前記洗浄ユニットは、前記洗浄水流路に連結され、内部に前記洗浄水が貯溜される貯水
タンクと、前記貯水タンクに連結されて前記１つ以上の洗浄水噴射ノズルを介して洗浄水
を噴射する給水ポンプと、を備えていてもよい。
【００１１】
　前記洗浄ユニットは、前記洗浄フレームの上下端部にそれぞれ組み付けられる上下キャ
ップをさらに備え、前記上キャップには洗浄水噴射孔が配備されて前記洗浄水流路から供
給された洗浄水を流下させてもよい。
【００１２】
　本発明の他の実施形態による洗浄ユニット付き引き違い建具は、室内側窓扉と室外側窓
扉を有する窓扉と、前記窓扉が摺動自在に設けられる窓枠と、前記室外側窓扉の固定側Ｍ
Ｃに上下長手方向に設けられる洗浄ユニットと、を備え、室内側窓扉を摺動させることに
より、室内側窓扉の室外側が洗浄されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　上述したように、本発明によれば、窓ガラスの外側が掃除しやすく、見栄えがよいだけ
ではなく、建具の厚肉化が招かれるおそれがないとともに、ベント窓の開閉率の低下が根
本的に解消される洗浄ユニット付き引き違い建具を提供することができる。
【００１４】
　また、本発明によれば、前記洗浄フレームの一方の側に回動可能なブレード支持部材及
び前記ブレード支持部材に連結されるブレード回動レバーが配備されて洗浄ブレードを回
動させることにより、使用しないときには洗浄ブレードを洗浄対象となるガラス面から離
隔させ、洗浄ブレードの磨耗を最大限に抑えることのできる洗浄ユニット付き引き違い建
具を提供することができる。
【００１５】
　さらに、本発明によれば、内部に前記洗浄水が貯溜される貯水タンク及び前記貯水タン
クに連結されて前記１つ以上の洗浄水噴射ノズルを介して洗浄水を噴射する給水ポンプが
さらに配備されて、前記給水ポンプを作動させることにより洗浄水が噴射されて洗浄しや
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すさを高めることのできる洗浄ユニット付き引き違い建具を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態による洗浄ユニットを概略的に示す斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態による洗浄ユニットが室外側窓扉の固定側ＭＣに組み付けら
れているのを示す断面図である。
【図３】本発明の一実施形態による洗浄ユニットが取り付けられるＭＣ部分を示す斜視図
である。
【図４】本発明の一実施形態による洗浄ユニットが防虫網の防虫網側ＭＣに組み付けられ
ているのを示す断面図である。
【図５】図４に示す洗浄ユニットにおいて、洗浄ブレードが洗浄対象となるガラス面から
離隔されて密着状態が解放されているのを示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　その他の実施形態の具体的な事項は、発明の詳細な説明及び図面に開示されている。
【００１８】
　本発明の利点及び特徴、並びにこれらを達成する方法は、添付図面に基づいて詳述する
実施形態を参照すれば明らかになる筈である。
【００１９】
　しかしながら、本発明は、後述する実施形態に何ら限定されるものではなく、異なる種
々の形態で実現される。単に、これらの実施形態は、本発明の開示を完全たるものにし、
本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者に発明の範囲を完全に知らせる
ために提供されるものであり、本発明は請求項の範囲によってのみ定義されるものである
。
【００２０】
　明細書全体に亘って同一または類似の構成要素に対しては同じ図面符号を付す。
【００２１】
　以下、添付図面に基づき、本発明の実施形態による洗浄ユニット付き引き違い建具につ
いて詳細に説明する。
【００２２】
　図１は、本発明の一実施形態による洗浄ユニットを概略的に示す斜視図であり、図２は
、本発明の一実施形態による洗浄ユニットが室外側窓扉の固定側ＭＣに組み付けられてい
るのを示す断面図であり、図３は、本発明の一実施形態による洗浄ユニットが取り付けら
れるＭＣ部分を示す斜視図であり、図４は、本発明の一実施形態による洗浄ユニットが防
虫網の防虫網側ＭＣに組み付けられているのを示す断面図である。
【００２３】
　図１及び図３を参照すると、本発明の一実施形態による洗浄ユニット付き引き違い建具
は、室外側窓扉１１２の固定側ＭＣ１１２ａまたは防虫網１３０の防虫網側ＭＣ１３０ａ
に洗浄ユニット１４０を設け、室内側窓扉１１１または室外側窓扉１１２を摺動させるだ
けでも室内側窓扉１１１または室外側窓扉１１２の室外側ガラスを洗浄することができる
というところに技術的特徴がある。
【００２４】
　より具体的に、本発明の一実施形態による洗浄ユニット付き引き違い建具は、室内側窓
扉１１１と室外側窓扉１１２を有する窓扉１１０と、窓扉１１０が摺動自在に設けられる
窓枠１２０と、室外側窓扉１１２の室外側に設けられる防虫網１３０と、室外側窓扉１１
２の固定側ＭＣ１１２ａまたは防虫網１３０の防虫網側ＭＣ１３０ａに上下長手方向に設
けられる洗浄ユニット１４０と、を備え、洗浄ユニット１４０が室外側窓扉１１２の固定
側ＭＣ１１２ａに設けられる場合には、室内側窓扉１１１を摺動させることにより室内側
窓扉１１１の室外側が洗浄され（図２参照）、洗浄ユニット１４０が防虫網１３０の防虫
網側ＭＣ１３０ａに設けられる場合には、室外側窓扉１１２を摺動させることにより室外
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側窓扉１１２の室外側が洗浄されることを特徴とする（図４参照）。
【００２５】
　そして、上記の室外側窓扉１１２の固定側ＭＣ１１２ａまたは防虫網１３０の防虫網側
ＭＣ１３０ａにおけるＭＣ（ＭＣ：ｍｉｄｄｌｅ　ｃｌｏｓｉｎｇ）とは、左右側の引き
違い窓などが閉じられた状態で、図３に示すように、一対の窓扉の中央部の相対向する部
分の窓扉枠（図面符号ＭＣ）のことをいう。
【００２６】
　ここで、本発明の一実施形態による洗浄ユニット付き引き違い建具において、洗浄ユニ
ット１４０は、室外側窓扉１１２の固定側ＭＣ１１２ａまたは防虫網１３０のＭＣ１３０
ａに組み付けられる洗浄フレーム１４１と、外部から洗浄水が流れ込むように洗浄フレー
ム１４１に配設される給水ノズル１４２と、給水ノズル１４２に連結され、洗浄フレーム
１４１の内部に配置される洗浄水流路１４３と、洗浄水流路１４３に連結され、洗浄対象
となる面に向かって洗浄水を噴射するように洗浄フレーム１４１に設けられる１つ以上の
洗浄水噴射ノズル１４４と、一方の端部が洗浄フレーム１４１から突出して、洗浄対象と
なる面を向くように配設される洗浄ブレード１４５と、を備えることを特徴とする。
【００２７】
　そして、洗浄ユニット１４０は、洗浄フレーム１４１の一方の側に回動自在に長手方向
に組み付けられるブレード支持部材１４６と、一方の端部は洗浄フレーム１４１の一方の
側に突設され、他方の端部はブレード支持部材１４６に連結されるブレード回動レバー１
４７と、をさらに備え、洗浄ブレード１４５の他方の端部がブレード支持部材１４６の一
方の側に係合されて、ブレード回動レバー１４７を移動させ、洗浄ブレード１４５が回動
されることにより、一方の端部が上記の洗浄対象となる面に密着されるか、あるいは、密
着状態が解放されることを特徴とする。
【００２８】
　このため、上述したように、ブレード支持部材１４６と、ブレード回動レバー１４７と
、をさらに備えることにより、ブレード回動レバー１４７を押さえたり回したりして作動
させることにより、普段は洗浄ブレード１４５が洗浄対象となる面から離隔されている状
態にあり、回動されてはじめて洗浄ブレード１４５の一方の端部が上記の洗浄対象となる
面に密着されて、室内側窓扉１１１を摺動させることにより室内側窓扉１１１の室外側が
洗浄され、室外側窓扉１１２を摺動させることにより室外側窓扉１１２の室外側が洗浄さ
れて、使用しないときには洗浄ブレード１４５を洗浄対象となるガラス面から離隔させる
ことにより、洗浄ブレード１４５の磨耗を極力抑えることができる（図５参照）。
【００２９】
　より具体的に、図５に示すように、ブレード回動レバー１４７を回すと、ブレード回動
レバー１４７の一方の端部の外周に形成されているねじ山１４７ａがブレード支持部材１
４６の一方の側に配備されてブレード回動レバー１４７のねじ山１４７ａに別のねじ山１
４６ａが噛み合ってブレード支持部材１４６が回動される。
【００３０】
　このため、上述したように、ブレード支持部材１４６が回動されれば、ブレード支持部
材１４６に他方の端部が係合されている洗浄ブレード１４５の一方の端部が所定の角度だ
け回転されることにより、上記の洗浄対象となるガラス面から離隔されて、図４に示す密
着状態が解放される。
【００３１】
　また、洗浄する度に洗浄水供給ホースを給水ノズル１４２に連結して、１つ以上の洗浄
水噴射ノズル１４４から洗浄水を噴射してもよいが、洗浄ユニット１４０が、洗浄水流路
１４３に連結されて内部に上記の洗浄水が貯溜される貯水タンク（図示せず）と、上記の
貯水タンクに連結されて１つ以上の洗浄水噴射ノズル１４４を介して洗浄水を噴射する給
水ポンプ（図示せず）と、をさらに備えて、上記の給水ポンプを作動させることにより洗
浄水が噴射されて洗浄しやすさを高めることも好ましい。
【００３２】
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　さらに、図１に示すように、洗浄フレーム１４１の上下端部にそれぞれ組み付けられる
上下キャップＣ１、Ｃ２をさらに備え、上キャップＣ１には洗浄水噴射孔（図示せず）が
配備されて、洗浄水流路１４３から供給された洗浄水を流下させてもよい。
【００３３】
　以上の説明から、本発明が属する技術分野における当業者は、本発明がその技術的思想
や必須的な特徴を変更することなく異なる具体的な形態で実施可能であるということが理
解できる筈である。
【００３４】
　これと関連して、以上述べた実施形態は、あらゆる面において例示的なものであり、限
定的なものではないと理解されるべきである。
【００３５】
　本発明の範囲は、前述した発明の詳細な説明ではなく、後述する特許請求の範囲により
開示され、特許請求の範囲の意味及び範囲並びにその等価概念から導き出されるあらゆる
変更又は変形が本発明の範囲に含まれるものと解釈されるべきである。
【符号の説明】
【００３６】
　　１１０　窓扉
　　１１１　室内側窓扉
　　１１２　室外側窓扉
　　１２０　窓枠
　　１３０　防虫網
　　１４０　洗浄ユニット
　　１４１　洗浄フレーム
　　１４２　給水ノズル
　　１４３　洗浄水流路
　　１４４　洗浄水噴射ノズル
　　１４５　洗浄ブレード
　　１４６　ブレード支持部材
　　１４７　ブレード回動レバー
　　１１２ａ　固定側ＭＣ
　　１３０ａ　防虫網側ＭＣ
　　１４６ａ　支持部材側ねじ山
　　１４７ａ　回動レバー側ねじ山
　　Ｃ１　上キャップ
　　Ｃ２　下キャップ
　　ＭＣ　ｍｉｄｄｌｅ　ｃｌｏｓｉｎｇ
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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